
熊本地震における 
被災建築物応急危険度判定の活動報告 

平成28年８月４日 

富山県土木部建築住宅課 



熊本地震の被害状況 

都道府県名 死亡 重傷 軽傷 

福岡県 0  1 17 

佐賀県 0 4 9 

熊本県 55 380 1,367 

大分県 0 4 24 

宮崎県 0 3 5 

合  計 55 392 1,422 

●人的被害（４月14日からの累計） （７月14日 消防庁情報） 

４月14日 午後９時26分に発生 

• 震 源 地 
• 規 模 
• 最大震度 

 ： 熊本県熊本地方 
 ： マグニチュード６．５ 
 ： 熊本県益城町で震度７ 

４月16日 午前１時25分に発生 

• 震 源 地 
• 規 模 
• 最大震度 

 ： 熊本県熊本地方 
 ： マグニチュード７．３ 
 ： 熊本県益城町、西原村で震度７ 

●地震の概要 （７月14日 内閣府情報） 

※このほか、震災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死亡者20人、
程度分類未確定な負傷者が140人（熊本県） 



熊本地震の被害状況 

都道府県名 

住宅被害 非住宅被害 
火災 
   （件） 全壊 

   （棟） 
半壊 
   （棟） 

一部破損 
   （棟） 

公共建物 
    （棟） 

その他 
   （棟） 

山口県 3 

福岡県 1 230 1 

佐賀県 1 2 

長崎県 1 

熊本県 8,299 25,932 120,584 243 1,771 16 

大分県 6 159 5,007 35 

宮崎県 2 20 

合  計 8,305 26,094 125,846 243 1,809 16 

●建物被害 （７月14日 消防庁情報） 

被災建築物の応急危険度判定を実施し、６月４日までに全て完了。 
18市町村  57,570件実施  （７月14日 内閣府情報） 



応急危険度判定とは 

• 建築物の資産価値的な面(損傷の程度)を調査するので、応急危険度判定と
は、視点・内容が異なる。  

• 「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に分類して書類を発行。 

• 地震保険の保険金請求や災害義援金の申請、被災者生活再建支援制度を
利用する際等に必要となる。 

 罹災証明とは  

• 地震後の余震等による二次災害を未然に防止するため、被災した建築物の被害の
状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うこと。 

• 調査結果は、｢危険｣（赤紙）、｢要注意｣（黄紙）、｢調査済｣（緑紙）の三種類の判定
ステッカー（色紙）のいずれかにより、見やすい場所に表示する。 

• 罹災証明のための被害調査ではな
く、建築物が使用できるか否かを応
急的に判定するもの。 

• 判定作業は、２人がチームになって、
調査表等の定められた基準により、
客観的に判定する。 



 被災県は、自県だけでは対応できないと判断した場合は、下記のような流れで応援
依頼を行なう。 

被災建築物応急危険度判定の広域支援要請の流れ 

広域支援本部 ： 全国を６つのブロックに分けており、そのブロックの幹事県が広域支援本部となる。 



熊本地震における被災建築物応急危険度判定の実施状況 

●実施体制の推移 

４月15日（金） 
⇒ 

４月18日（月） 
⇒ 

４月20日（水） 
⇒ 

４月23日（土） 
  ～28日（木） 

約30名 約75名 約150名 約600名 

４月28日には  825名が 
参加（最大対応人数） 

※ １日当たりの体制 

 対応人数 （延べ） 

県内 県外 

行政 民間 
行政 

民間 
九州 九州以外 

6,663 人・日 
584 人・日 475 人・日 1,143 人・日 3,371 人・日 1,090 人・日 

1,059 人・日 （16％） 5,604 人・日 （84％） 

• 熊本県以外の全都道府県（46都道府県）の行政職員、民間判定士、ＵＲ都市
機構、地方整備局（北海道開発局・沖縄総合事務局）が応援に駆けつけた。 

●判定士の内訳 

• 県外からの応援は ５月５日（木）に完了。 

５月25日現在 

８割以上が熊本県外の判定士であり、全国規模で判定士を動員した非常に 
 広域的な支援体制であった。 

行政 ： 5,098 人・日 （77％）  民間 ： 1,565 人・日 （23％） 







熊本空港の様子等 

空港は再開しているが、天井
落下のおそれ等から立入禁止
となっている場所があった。 

機内上空から見下ろすと多くの
家屋で屋根にブルーシートが掛
かっていた。 



熊本市役所で判定士の受付登録 

判定活動をする前日に、熊本市役所にて
判定士情報の登録（受付）を各々パソコン
で行なった。 



熊本市役所内の様子 

１階ロビーは避難者に提供 罹災証明の受付状況 

熊本市役所内も損傷 



宿泊場所の様子 

宇城市にある熊本県立豊野少年自然の
家の体育館で宿泊。 

施設内の正面玄関にホワイトボードがあり、
判定実施体制や翌日の活動の連絡（参集
場所やバスの出発時間等）は、ここに貼り
出される紙を通して確認していた。 



6：30～8：30 

豊野少年自然の家（宿泊場所）から、他県からの派遣団と
一緒にバスにて活動拠点（動植物園）に向け移動 
 ・各所で道路が寸断するなどして、熊本市に向かう道路は 
  どこも渋滞 （移動に２時間） 

8：40～9：10 

事前説明会 
 ・チームリーダーを集めて説明会 
 ・判定の担当エリア、判定調査票の記入方法、 
  市民対応の注意事項等について説明を受ける 

9：10～15：45 

判定活動実施（熊本市東区泉ケ丘 地内） 
 ・４チーム（２人１組）で判定を実施 
 ・判定場所まで徒歩で向かう 
 ・今回の判定は、外観調査のみ実施 

15：45～16：20 
判定活動修了 
動植物園に戻り、その日の判定結果を報告 

17：30～ バスにて動植物園から豊野少年自然の家に戻る 

一日の活動の流れ 
（例）4月26日の流れ 



宿泊施設から貸切バスで活動
拠点まで移動。 

判定活動の様子 

２時間ほどかけて活動拠点となる 
熊本市動植物園に到着。 

熊本市内への道路は長い渋滞と
なっていた。 



判定活動の様子 

活動拠点に到着後、まず受付。 



判定活動の様子 

チームリーダーを集めて事前説明
を受けた。 

判定コーディネーターの熊本市職員
と、国の要請で応援に来ていたＵＲ職
員が説明を行なった。 

４月23日～27日の判定活動
では、富山県は熊本市東区
若葉一丁目、栄町、南町の
一部が担当エリアとして割り
当てられた。 

なお、熊本市は被災の大き
かった中央区や東区の一部
は全数検査することとし、そ
の他は要望があったものの
み実施することとしていた。 



判定実施本部 

判定コーディネーター 

判定活動 

活動拠点に判定士参集 

判定コーディネーター 

判定コーディネーター 

・判定エリアの指示 
・注意事項の説明 
・資機材の提供・貸出 等 

・判定件数の報告 
・調査表の提出 等 

判定エリアの指示等 

報告 

判定の実施のために判定士
の指導、判定結果の取りまと
めを行なう者。主に行政職員
が担う。 

判定区域・優先順位の決定、必
要な判定士の検討、宿泊場所・
輸送手段の手配、判定結果の取
りまとめ等を行なう。原則として
各市町村に設置される。 

判定実施体制の概略 



判定活動の様子 

事前説明会にて 
判定の担当エリア、 
判定調査票の記入方法、 

市民対応の注意事項 等について
説明を受ける。 



判定活動の様子 

判定資機材の支給 
（各チーム必要な分だけ取っていく） 

判定資機材はひと通り用意されて
おり、軽食や水の支給もあった。 



判定活動の様子 

目視確認や計測により、
判定活動を実施。 

判定結果を記載したス
テッカーは、見やすい
位置に貼る。 



判定活動の様子 

外装材の剥落の恐れ 
（赤ステッカー） 

歩道沿いの外壁面でタイル・
モルタルの割れ。 
（赤ステッカー） 



判定活動の様子 

屋外設備の傾斜 
（黄色ステッカー） 

ブロック塀の傾斜 
（黄色ステッカー） 



判定活動の様子 

建築物の傾斜 
（赤ステッカー） 

片側廊下の崩壊 
（赤ステッカー） 



判定活動の様子 

一日の判定業務を終え拠点に
戻ってきた後は、判定件数等の
報告や作成した調査表の提出を
行なう。 



活動班 活動日 活動場所 
危険 
（赤） 

要注意 
（黄） 

調査済 
（緑） 

合 計 

Ａ陣 
 

県４名 
富山市２名 
高岡市２名 

4/23 
熊本市東区 
泉ケ丘 地内 

33 48 49 130 

4/24 
熊本市東区 
泉ケ丘 地内 

40 53 78 171 

4/25 
熊本市東区 
泉ケ丘 地内 

16 40 39 95 

Ｂ陣 
 

県４名 
富山市２名 
射水市１名 
小矢部市１名 

4/26 
熊本市東区 
泉ケ丘 地内 

24 39 50 113 

4/27 
熊本市東区 
泉ケ丘 地内 

2 4 6 12 

4/28 
益城町 
広崎 地内 

2 7 22 31 

合 計 117 191 244 552 

富山県の判定実施実績 

想定よりも早く判定
作業が進んだとの
ことで、熊本市の処
理が追いつかな
かったためか、27日

に割り当てられた
件数は少なかった。 



その他熊本市内の被災状況 



熊本城の被災状況 



宇土市役所の被災状況 



県道28号線（熊本市街地から益城町に向かう道路）沿いの被災状況 



益城町内の被災状況 



益城町内の被災状況 



益城町役場の被災状況 

アウトフレーム耐震補強 



益城町役場前の被災者支援の様子 

内部 



熊本派遣から見えてきた本県の今後の課題について 

① 県外からの応援を受け入れる体制の整備 

• 遠方から応援に来る判定士の宿泊場所の確保 

• 移動手段を確保しておくこと 

• 判定資機材を十分備蓄しておくこと 

② 判定実施本部の体制について 

• 判定士コーディネーターの育成や判定本部立ち上げの訓練の必要性 

• 判定実施本部・支援本部の迅速な立ち上げ 

⇒ 熊本では、４月14日９時の地震後、すぐに実施本部・支援本部が立 
  ち上がり、15日の午後からは判定活動を開始。 

⇒ 被災市町村が判定本部として機能しない場合は、県が支援。 

③ 被災建築物応急危険度判定の周知 

・ 罹災証明との違いを周知 



ご静聴ありがとうございました。 


